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主な相談内容や相談者の要件、問い合わせ先は裏面に　⇒

　一般社団法人東京都農業会議に農業経営の
相談窓口を開設しました。

農業経営に関わる相談に、専門相談員等が　対応します！！

相談者の要件

▪都内にて農業経営を行っている農業者

　（法人を含む）

▪新たに農業参入を希望する企業等の法人

▪都内で農業関係の就職を希望する者
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登録している専門家

具体的な相談内容（主な内容）

▪弁護士　　　　　▪公認会計士

▪税理士　　　　　▪社会保険労務士

▪司法書士　　　　▪行政書士

▪中小企業診断士　▪不動産鑑定士

労務・雇用・税務等の経営管理

農業経営の継承

農業経営の法人化　

法人の農業参入

雇用を希望する農業経営者・法人からの求人の相談

農業関係の求職の相談　



QR コードはこちら

留意事項

➀ 相談は、下記に記載の電話番号・FAX 番号・メールアドレス・ホームページ内の問い
合わせフォームからお申し込みください。

➁ １回の相談時間は、１２０分を限度とします。
➂ １年度につき、１経営体あたり２相談事項までとし、各項目について各々３回を限度

とします。法人関係の相談の場合、回数制限はありません。
➃ 専門相談員への相談事項以外の相談はできません。
➄ オンライン（WEB 会議システム等）による相談も可能です。
➅ 本窓口は東京都からの委託により開設しています。相談で得た情報は、東京都の農業

行政における企画立案、農業の普及指導等において使用する場合があります（個人情
報は目的以外には使用せず、許可なく第三者に提供することはありません）。

➆ この窓口は、東京都の委託を受け農業経営基盤強化促進法１１条の１１に定められた
農業経営・就農支援センターの業務を担うものです。

開設場所・連絡先
住所：〒151－0053
東京都渋谷区代々木３－２５－３
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル１０階
一般社団法人東京都農業会議　業務部

開設時間
9：00 ～ 17：00

ホームページ内のお問い合わせフォームか
下記に記載の電話・FAX からご連絡ください。
TEL:03-3370-7146　FAX:03-3379-7627

http://keieisoudanmadoguchi.tokyo/

相 談 者 専門相談員一 般 社 団 法 人
東京都農業会議

事業イメージ

東京都農業会議職員が相談を受け、必要に応じて専門相談員とのマッチングを行います。
相談内容によって関係機関（東京都など）と情報共有し連携します。


